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ワシントンＤＣ・ＯＤＡ改革ランチ 
「技術協力の課題と今後の方向性」 

 
 ２００１年９月２８日、米国ワシントンＤＣにて、官・学・民・国際機関の経済協力

実務家を中心とした有志約２０名が、個人の資格でＯＤＡ改革（技術協力分野）につい

て昼食を交え意見交換を行ったところ、主要点は次の通りです。 
 
【ポイント】 
 
 
●国際場裏で技術協力の見直しをする機運があり、ドナー間・対受入国調整、効率性、

アンタイド化、途上国の経常経費における扱いなどが論点。守勢に立たされる恐れが

あり適切な対応が急務。 
●大所高所からの議論とは別に実務家間で解決すべき問題は多く、例えば政策助言型専

門家の強化（適任者の選定・委託事項の明確化）、専門家の質の確保（開発支援の最

低限の知識共有）、研修ビジネスの可能性（ＩＴ化に伴うソフト開発）などについて

の取り組みは重要。 
●専門家に関しては、少数精鋭化や派遣手続き簡略化に加え、専門家枠を現地事務所の

コンサルタントとして活用できれば効果的。また、帰国研修員のネットワークを育成

してＣＤＦ・ＰＲＳＰプロセス等に利用することも一案。また、各省庁・実施機関等

に分散した情報を共有できる人的ネットワークを構築することが、相手国の開発ニー

ズを把握してＯＤＡを活かすために必要。 
●「顔が見える援助」を実現するためには、日本の開発援助に関する政策を十分に議論

し、公に主張していくことが必要。その際、ＯＤＡの相手国、日本国内で認知に加え、

他のドナーとの関係も重要視されるべき。他方、安全保障、資源の安定供給、海外市

場の確保など、現実的な利害の問題として開発援助政策を議論することも重要。 
●日本の経験が途上国すべてに適用できるとは限らない。戦後の日本には組織と技術が

あり、資金だけが欠けていた。途上国と日本の開発の違いを念頭において技術協力を

考えることが重要。 
 

 
【本文】 
 
１． 話題提供：技術協力の問題点と今後の改革の方向性 
（世界銀行東アジア大洋州局東チモール調整官・窪田博之氏） 
 
（１）はじめに 
 
 私が開発に関わり始めたのは、青年海外協力隊（ＪＯＣＶ）の隊員としてタンザニア

に行った時からである。以前より農業開発に関心を持ち、専攻した土壌学で低生産性土

壌を扱っていたが、タンザニアは土壌に関心のある者にとっては宝の山で、本業の合間
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にスコップを担いで各地の土を掘って回った。一方、当時からタンザニアは援助の展示

場のようなところだったので、それは同時に、各ドナーの援助事業の実態を見る良い機

会になった。ＪＩＣＡのインドネシアにおけるプロジェクトに短期間参加する機会を得

た後、外務省技術協力課に勤務した。３年前より世界銀行の農業関係の部局に出向し、

昨年からは東チモールの仕事も担当している。 
 
 日本が経済協力を長年やっている中で、いろいろな問題が出てくるのは当然のことで

ある。４０年経てば諸々のスキームは制度疲労を起こして摩耗してくる。このような現

状や成果物を見ているのは経済協力の実務家であり、そのような人々の間で議論され、

彼らにより改善出来る機会があれば良いと思う。第２次ＯＤＡ改革懇談会では、高名な

先生方が大所高所から議論しており、それはそれで大事だが、大所高所の議論のみで止

めてしまっては、実効性は期待できない。これと並行して、「理念」とか「戦略」とか語

る以前の問題として、まず、実務家が、目の前の経済協力の実態を時代にあったものに

気軽に改善する作業を可能にすることがより重要であると確信している。 
 
（２）技術協力の見直しの機運 
 
 技術協力の見直しについて、開発コミュニティーの中で、今後一層盛り上がりながら

続いていくと思われる。昔は技術協力は議論の対象にならなかったが、この２－３年の

経験ではそれが正に問題となって顕在化してきている。 
 
 例えば、紛争直後（ポスト・コンフリクト）の国に自力で開発を進める能力がない場

合には、世界中から研修の枠が提供されるが、例えば特定分野で５人を６か月研修させ

る枠を提供されても、国内に誰も仕事をやる人がいなくなってしまう。また、技術協力

は、資金協力と違ってお互いを制約するルールがない。そのため参入しやすく、途上国

は技術協力分野から援助を開始する傾向があり、ブラジル、中国、マレイシアなども技

術協力に力を入れている。例えば、東チモールではポルトガル語が使われている関係か

ら、ブラジルから多数の研修員受け入れがオファーされた。しかし、このような場合に

研修員をそのまま派遣すると行政がとまってしまう。 
 
 そこで、技術協力に関する調整が必要となる。特定のドナーが調整の役割を担うのは

当然適当ではなく、本当は当該国の人、東チモールの場合は東チモール人がやれば良い

が、必ずしもそのための十分な人材がいない。 
 
 また、技術協力の改善を求める途上国自身の声も強まりつつある。例えば、研修を受

けても学位を出してくれなければ戻ってから自国で認められないので、教育制度の中で

認められるディプロマをせめて出してほしいという要望が強い。また先進国に行って研

修するのは有り難いが、研修の内容によっては、現地でのOn-the-job Trainingの機会
のように、帰ってからも継続的にスキルを維持するような仕組みをを考えほしいといっ

た要望も出ている。 
 
 それでは技術協力を見直そうということで、「援助議論屋」が取り上げる。「援助議論
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屋」はＯＥＣＤ・ＤＡＣのアンタイド問題が決着して次の議論（メシ）のネタを探して

いるところなので、技術協力は格好の対象となる。 
 
 このような動きを別としても、例えばＵＮＤＰと世銀の開発研究所（ＷＤＩ）は共同

で、これからの技術協力のあり方がどうあるべきかについて電子会議を始めており、技

術協力の問題は遅かれ早かれ国際場裏で提起されるであろう。アンタイド問題のように

日本が一方的に守勢に立たされるという展開にはならないと思うが、守勢になるのは避

けられないと思う。日本の技術協力には、途上国の要望に応えて次々と間口を広げてい

ったので陣容が充実しているという「売り」があるが、その「売り」だけでは対応でき

ない様々な議論が出てくる。 
 
 想定される論点は、ドナー間及び受入国との調整、技術協力の効率性、技術協力のア

ンタイド化（この点は現在下火になっているが５年もすれば蒸し返される）、また、技術

協力の途上国の経常経費（リカレントバジェット）における扱い等が考えられる。最後

の論点は、議論の有無に関わらず途上国が実際に直面する問題である。日本の技術協力

の陣容が途上国の要望に誠実に応えて充実してきたという点と違う次元の議論がすぐそ

こに来ている。 
 
（３） 日本の経験の汎用性 
 
 現在日本で行われている議論とずれているかもしれないが、日本が復興した経験の途

上国への汎用性について問題提起したい。昔から綿々と使われる表現は、「日本の戦後復

興の経験は途上国のためになる」というものである。途上国への応援歌、日本の経済協

力に対する応援歌としては良いと思うし、ある種日本人の心を打つし、使うべき議論と

思う。しかし、本当に日本の経験は途上国の役に立つのか、役に立つとすればそれは何

か、そのための前提条件は何か、かつての日本と、今の途上国が、どういう同じ前提を

もつのか、もたないのか、実際に個別の事例について理解した上での応援歌でなければ、

実務の上で問題が生じるおそれすらある。 
 
 かつての日本の状況を示す事例を一つ申し上げたい。戦後世銀から融資を受けて主要

なインフラの復興と開発を果たしたことが今の日本の経済基盤を作った。１９５０－６

０年代、３０数件に約９億ドル（現在の価値では大変な額になる）の集中的融資を受け

た。ほとんどは道路、鉄道、製鉄、発電等の経済インフラ関連の大型事業だったが、例

外が２件あった。愛知用水の建設と農業機械化支援プロジェクトである。後者は日本の

下北半島（青森県）と北海道の根釧原野、そして道央篠津泥炭地を農地として開発する

ための機械化を支援するものであり、主として農業機械の輸入代金に充てられた。 
 
 １９５０年代前半に派遣された世銀ミッションの、日本側カウンターパートであった

技術者から聞いたところでは、世銀ミッションが想定した篠津泥炭地の開拓の目的は畜

産と小麦であった。これは、道央の気候や土地の条件だけから考えれば当然である。こ

れに対し、日本側は米作りへの応援を世銀の融資に求めた。当時の国内の食糧需給は、

１９２０年代から農地が減少する長期的傾向があったところへ、戦中・戦後の生産力の
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低下と６００万人位の外地からの引き揚げ者の帰還が重なり、危機的状況となっていた。

その背景から緊急に農地開拓が必要となり、この世銀融資事業につながった。しかし、

入植するほとんどの農民には米作りの経験しかなく、また国民一般も米が食べたいとい

う一念だった。技術者も層が厚いのは米作りの分野であった。世銀と日本の技術者の間

で何を開拓地のターゲットとするかで意見の相違が続き、最後に世銀ミッションの中の

アジア人が、ここまで日本人が言うならやらせてみようということで水田開発が可能に

なった経緯がある、という。 
 
 当時の日本の状況は、現在の途上国には必ずしも当てはまらない。当時の日本に欠け

ていたのは、ある意味で「資金だけ」である。「やる気」も「技術」もあった。ドナーが

乗り込んで来たときに、具体的にこれならできる、これはできない、ここを助けてほし

い等と言える人達の層が、この農業分野に限らず存在した。この事例をどこまで普遍化

できるかはわからない。しかし、日本の経験はアジアに役立つ、アジアの経験はアフリ

カに役立つというスローガンは使うべきであるにせよ、実際に事業を行う実務家は、何

が同じで何が違うか十分に考えて関係者間で共有しなければならない。情緒的な部分を

離れて、やっておかなければならない作業がある。（世界銀行東京事務所ニュースレター

２００１年１１月号で本件を概説。） 
 
（４）顔が見える？技術協力 
 
技術協力に限らないが、「顔が見える援助」を目指せ、と、最近国内では広く主張され

ている。日本での議論を十分に承知していないのでポイントがずれているかもしれず申

し訳ないが、自分の考えを述べてみたい。 
 
 日本で議論されている「顔が見える援助」にはいくつかの段階があると思われる。第

一に、ある事業が日本の援助で行われていることが、相手国に認知されること。第二に、

事業が実際に効果を与え、その効果が日本の援助による事業のおかげだと相手国に認知

されること。第三に、そのように相手国に認知されているという効果が日本国内に認知

されること。以上全てが整って、「顔が見える援助」が達成されることになる。しかしな

がら、この中で、日本人が頑張っていることについて相手国、更には日本国内に認知さ

れるという内向きの配慮と並んで、地道に援助事業の有効性を確保することこそが不可

欠の要素であるという点を強調したい。 
 
 また、以上の議論とは別に、「顔が見える援助」を実現するためには、日本としてどの

ような援助・開発が望ましいかについて声を出していくことが極めて重要だと考える。

その意味では、日本の援助は「要請主義」のもとで、むしろ「顔が見えない」ようにや

ってきた側面がある。日本としてどのような援助をやりたいか、どのセクターが重視さ

れるべきと考えているか等について公の場では議論せず、日本のこれなら支援しても良

いと思っている関心や、持っているスキームに合う形で先方政府ハイレベルから要請が

出るように、バイの対話を先方政府と行う中で日本側の考えを伝達してきた。このよう

なやり方は、先方政府の主導性・自主性を尊重しつつ日本の考えを反映させる上で効率

的であったといえるかもしれない。世銀の国別援助戦略（ＣＡＳ）から始まって個々の
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プロジェクトアプレイザル、インプリメンテーション等各種の分厚い文書を量産し、そ

のための対話のプロセスに時間をかけたうえで実施するのと、結果的にどちらが効率的

であったかというと、日本のやり方の方がよかった場合もあったであろう。 
 
 しかし、日本として「顔が見える援助」を気にするのであれば、上述のような「腹話

術」のような方法では「顔を見せないように」努力してきたようなもの、という現状を

こそ認識し、改める必要があるのではないか。要請主義も、ある程度の「腹話術」も、

どのドナーもやっているが、日本のように念のいったやり方をしたドナーはいないので

はないかと思う。 
 
 途上国の現場で日本の援助が認知されるためには、ステッカーを張るとか、もっと多

くの日本人、日本企業の参加、といった外見上の配慮のみならず、公の場で、日本の援

助の関心分野や重点事項について、皆に聞こえるように強く主張することが必要である。

ドナーや途上国が幅広く参加する援助協調の場はその一つの機会である。先方政府との

バイのやりとりで終わらない分だけ作業は大変になると思うが、日本の存在感をしめす

ためにも、開発援助の効果のためにも、今となっては避けられない道であり、対応を変

えてゆかざるを得ないであろう。 
 
 更に考慮すべき変化として、最近の民主化の進展、市民社会の声が大きくなってきた

ことがある。途上国の大臣の肝いり案件も住民の反対運動でひっくり返される時代にな

った。日本が事業を成功裏に進めるためには、先方政府ハイレベルの要所を押さえれば

話が済むのではなく、市民社会の意見にも耳を傾け、相手国政府当局と話をする必要が

ある。そのような積み重ねにより、「顔の見える援助」も推進されるのではないか。 
 
 ある意味で、これらのプロセスに関わる部分は全部技術協力と言えるかもしれない。

日本人がものをいっていると受け止められるようにする、そういう意味での技術協力こ

そ大賛成である。ただし、事業の効果は更に別の話だと思う。「顔が見える援助」という

ロジックで説明するとしても、以上述べたように実体面では様々な工夫が必要である。 
 
（５）日本の技術協力を省みると… 
 
 日本の技術協力は、拡大・充実の一途をたどってきたが、今般のＯＤＡ改革論議を機

に、更なる改善を図るべき時に来ていると考える。分野別の縦割りの弊害など困難な問

題があるのであれば、正に第２次ＯＤＡ改革懇談会の高名な先生方に検討いただくのが

効果的なのであろう。他方、そもそも、実務者の間で片がつく、片をつけるべき作業も

たくさんあるはずである。 
 
英国の国際開発庁（ＤＦＩＤ）の改革も同じような問題を現場では抱えていると聞い

ている。クレア・ショート開発大臣の出現により政治主導で大胆な改革が進められてい

るが、ＤＦＩＤの人の話を聞くと、英国がこれまで重点的にみている個々の国のプログ

ラムでは日本が抱えると同様に、長年の旧弊が澱（おり）のようにたまってもいて、そ

の改善には何年もかかる由である。同大臣が続投することで、そのような現場での改革
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が続けられるので喜ばしい、ということだった。このように、おそらく、どのドナーも

同様の問題を抱えている。 
 
ただ日本では、海外、特に途上国における仕事を特別扱いせざるを得なかったという

独特の要因があった。例えば、技術協力を開始した当時、途上国に専門家として行って

くれる人が少なく、三顧の礼で送り出していた時代があった。しかし、当時作られた枠

組みの多くが今日まで継続しながら、一方で技術協力専門家を目指す人材の間に競争が

起こらないまま事業が拡大し、しかも人材のプールが物理的に、また人為的に限定され

てきた結果、時に現地のニーズとのマッチングや腕の良し悪しの判断以前に、送り出す

側の都合で左右される固定ポスト（既得権）化するような事例も生まれている。歴史的

には一定の合理性を持っていた仕組みであっても、品質管理のためにも見直しを加速す

る必要に迫られている典型的な事例といえよう。 
 
 この関連で、いくつかの事例について個別の問題提起をしたい。 
 
「政策助言型専門家」－政策助言型専門家の強化が最近重視されているが、適任者を

選ぶとともに、委託事項（タームズ・オヴ・レファレンス）をはっきりさせることが極

めて重要である。コートジボワールの農業省に派遣されていた我が国の政策助言型専門

家と会ったことがあるが、幅広い知識をお持ちでたいへん勉強させていただいたし、他

のドナーとの関係についても現地の状況を踏まえたご意見をお持ちだった。他方で、そ

のような意欲や能力に欠ける場合には、政策助言型専門家の派遣の効果は減殺されるど

ころか、マイナスにすら働くと思う。 
一方で、特に注意しなければならないのは、現場での役割の明確化であると思う。政

策助言型専門家は、あくまで先方政府の立場に立って働くべき人材であり、その活動と、

大使館経済協力班や実施機関事務所が主体となる、援助に関する政策対話とを混同しな

いことである。日本の声を公の場で発信する仕事の成否は、あくまで大使館、実施機関

の努力にかかっていると考える。 
 
 「専門家の質の確保」－専門家の公募が始まったのは画期的なことである。従来の日

本の援助では、各分野の専門家が各分野の省庁に存在していたし、それらの省庁が人材

源になるのが当然であった。しかし、日本において特定分野の専門家であることは、途

上国の開発支援の観点から当該分野の専門家として役に立つことを保証しない。従って、

各分野の省庁の専門性を活用するにせよ、他の人材のプールを開拓するにせよ、開発支

援のためには最低限の知識を共有してもらう必要がある。今後は、専門家の公募でフィ

ルターにかける際に開発支援のための知識を基準に加えるべきであろう。公募制度によ

って、ＪＩＣＡは専門家を自ら選定し評価するメカニズムをつくる責任を負うことにな

るが、これはＪＩＣＡとしても取り組む価値のある仕事であると考える。 
 
「研修ビジネスの可能性」－自分が担当する東チモールでは世銀現地事務所にビデオ

会議の設備を設けたが、現在それを研修目的、遠隔教育のためにも使う議論がある。３

年間でメンテ技術を現地に移転して、ハードを寄贈し、後の運営は東チモール側に任せ、

行政活動だけではなく、キャパシティビルディングにも活用してもらおうという構想で
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ある。ここで維持経費の問題を除けば、最大の問題は、研修ソフトの開発である。世銀

は自分達だけでソフトウェア（例えば上下水道のメインテナンスの教育パッケージ）を

作る考えはなく、その地域や分野を得意とする他のドナーやビジネスとして関心のある

大学に大いに参入しハードウエアを活用してほしいと考えている。たとえば、すでにオ

ーストラリア国立大学が、研修コースの売り込みにきている。ＪＩＣＡは遠隔教育に関

心があると聞いており、良いことだと思うし、ハードでも、ソフトでも活動の機会は広

いと思う。 
しかし、同時に、遠隔教育を使って研修を行うということは、自分たちの研修事業の

「売り」のある部分（これまでの研修事業の主体であった、はるばる日本に招くこと）

を切り捨てることにも繋がるので、新しいアプローチを考える必要がある。また、日本

では大学や各省庁の研究所が独立法人化してきているが、これらの機関が独自の判断を

できるようになれば、現場のニーズの変化に対応した研修のコースを提供するなど、潜

在的によりよいパートナーになれるのではないかという気がする。ＩＴ化はいろいろな

仕事が変わるチャンスである。 
 
２． 席上出された主な意見 
 
（１）「顔が見える援助」について 
 
●世銀からの借入れを行ったことなど日本国民全体がどれほど知っていたか、ましてや、

感謝の気持ちの表明をしたか定かではない。しかし、最近の国内の議論では感謝され

ていないといったところが、大きく取上げられている。借り入れる場合は、将来返済

をする訳であるから、借入国側も国内政治的にはサンキューと言いたくないものであ

り、外交ルートで言ってもらえば良しとすべきでないか。例えば、町内会の活動で皆

が１０００円出す中で、例えば、ある資産家が３０００円出して感謝されないと騒い

で周りは当惑するのではないか。また、「顔が見える援助」が大事という議論には正面

切って反対はできないものの、その内容は企業にとっては受注であり、政治家にとっ

ては途上国要人と会った際に感謝を言ってもらうことなど、言う人によって定義が自

由に変えられるものである。具体的な概念が定まれば別であるが、そうでなければ個

人的には、「顔が見える援助」という議論を早くやめたいと願っている。 
 
●日本で「顔が見える援助」という議論が行われる際、「感謝されること」が一つの大き

な論点になると聞き、とても違和感を感じた。ドナーの中で感謝という要素が大きな

地位を占めているのは、アメリカあるいは開発銀行ではあまり聞くことがない。日本

では、国民感情のみならず政策決定に関わる者も「国際社会の信頼」（第２次ＯＤＡ改

革懇談会中間報告冒頭参照）や「感謝」といった具体的（タンジブル）でないものを

重視している。他方で、日本の現実的な利害、例えば安全保障のためにどうするか、

資源の安定供給をどうするか、海外の開かれた市場を確保するためにどうするか、と

いった議論があまりない。国際機関の中で働いていると、各国が交渉に入って最後に

自らお金をだす段になると、そのような現実的な利害に収斂してくる。日本の議論を

見ても、それがないのはなぜなのか疑問に思う。少なくとも政策決定者の間では、そ
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のような現実的な利害の議論をすべきであるし、そのような中で一般国民に向けても

議論の機会を提供していけば良い。 
 
●経済協力への市民参加のコンセプトを変える仕事を以前していた時の経験から言えば、

ワシントンＤＣで援助の専門知識と経験を持っているプロと、日本各地の一般市民と

の関心事項は全く異なる。地方自治体の参加を得るべく市役所の人と話したが、市役

所は住民サービスが第一であり、国際協力をやることがそもそも前提ではないとの反

応であった。人々が感動してくれるのは、例えばスリランカからはるばる日本に来て

学んでくれるといったことであり、開発効果といった点ではないことが多い。米国で

あれば、安保や市場開拓といった説明で国民を納得させられるので、そのようなコン

セプトでマーケティングできるが、日本国内で経済協力に対する支持を得るためにマ

ーケティングをするには、日本国民というマーケットの特性をとらえなければならな

い。これは、援助の効果・効率についてドナー間で行う議論とは次元を分けて考える

べき問題である。 
 
●政策決定者の間でいかなる国益を達成するのかについて考えをまとめることが必要で

ある。逸話だが、先般ＴＩＣＡＤ関係会合がマレーシアで開催され、アフリカ、アジ

アの人々に加え、ドナーとして欧州の代表も来ていた。ある欧州の人が、自分を日本

人だが日本政府関係者ないと気づき、「いったい日本政府はＴＩＣＡＤについてどの

ような魂胆があるのか教えて欲しい」と質問してきた。その人はアフリカが自らの植

民地という意識があるからか、心配したらしい。自分は中立的な立場から、「日本は純

粋に国際社会のメンバーとしてアフリカの開発に貢献したいと考えており、マーケッ

トアクセスの観点からもアフリカの開発が必要と考えているのだろう。強いて言えば、

国連でのアフリカ各国の投票権を意識しているのだろう。」と言ったら、「こんなにた

くさんのお金を使っていながら魂胆がないというのは理解しかねる。」と言う。外国は

そう見る場合があるし、日本は魂胆を持っていても悪くない。なぜ援助をやるか、政

策決定者の中で突き詰めて考えるべきである。 
 
●日本側として、日本の「顔」が誰に見えたら嬉しいのか、十分に考えていないのでは

ないか。相手国の官僚に見えれば嬉しいのか、相手国の国民に見えれば嬉しいのか。

協調融資について言えば、２０万ドル出しても１０億ドル出しても関係文書では同じ

一行触れられるのみであり、日本のように多額を出す国の担当者にはフラストレーシ

ョンがたまることもある。 
 
●「顔が見える援助」を実現するには、相手国、日本国内に加え、他のドナーとの関係

も考えなければならない。自分が以前途上国で草の根無償を担当した際、日本は機材、

他のドナー（ＮＧＯやＵＮＤＰ、ＵＮＩＣＥＦなど）はソフトを提供することとなっ

て、それぞれの機関の特性に合わせてドナー間の協調行動が取れるようにするのに苦

労した。日本の存在感（「顔が見える」）は、プロジェクトを単独に進めることでなく、

ドナー間で有効な協調関係を結べるか否かにかかっているのではないか？ 
 
（２）メディアについて 
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●日本のメディアは「顔が見える援助」が良いという前提で報道しているが、敢えて一

般的に言えば、「顔が見える援助」ほど迷惑であり、「顔が見えない援助」ほど感謝さ

れる傾向がある。ジャーナリストの援助に対する見方が浅い場合には害が大きくなる。

逆に、バランスのとれた観察をジャーナリストがすれば、援助を行う側にとっても受

ける側にとっても公正な情報が伝わる。 
 
●東チモールに対する援助について扱った雑誌のコピーを見たが、英国は道路援助で手

際よく看板を出したが日本は広報がへたくそであると批判する内容であった。そもそ

も開発問題について雑誌に載る記事がわずかである上に、折角記事が載ったら看板の

有無のような表面的な「顔が見える／見えない」の議論に終始してしまう。このよう

なことを書けば開発について書いたことになる現状を残念に思う。 
 
●開発関連国際機関の総会等をカバーするメディアの方も、英語や中身を更に勉強して

もらえれば、深い記事を書いてもらえると思う。自分の限られた経験では、総会後の

記者会見で英語で質問する邦人記者は少なく、開発のことを質問する場合は更に少な

かった。 
 
（３）専門家派遣・研修員受け入れについて 
 
●ある国で良く働いている政策助言型専門家がいるが、相手政府から日本政府に重要な

書簡が来た際、日本政府からその専門家に対し、なぜ事前に書簡がでるという情報を

流さなかったのかというお叱りがあったと聞いている。しかし、専門家がそのような

情報の横流しをすると、中立性が失われて、結果として仕事ができなくなってしまう。

相手政府の政策決定に近い部分に人を送り込む場合には、公募なりなんなりそれなり

の人を送り込むとともに、期待する委任事項と役割を明確化し、彼のアドバイスが相

手政府のプラスになることで満足しなければいけない。 
 
●技術協力はやり方次第で良くも悪くもなる。アフリカでは、当初の世銀や欧州の技術

協力は途上国側のオーナーシップを伸ばさないので成功しなかった。外交官の奥さん

が勝手にやる例などもあり、長期の技術協力は基本的に辞める方向で動いていると聞

いている。他方で、ガーナに派遣された橋本氏（現大坂大学教授）は、２年ガーナで

大蔵省の若い人と仕事をしたおかげで、ガーナの若い職員がＩＭＦに堂々と反論する

素地ができた。相手国の国造りにとってどのようなやり方が良いのか考え、質を徹底

的に追求する必要がある。 
 
●過去２０年、３０年行なわれてきた技術協力が成功してきたならば、技術協力の形は

時代とともに変化していくべきものである。今までの技術協力の蓄積を踏まえ、次の

ステップで考える必要がある。例えば、研修員の受け入れについて、帰国後の研修員

は各国で同窓会を形成しているが、これを在外公館やＪＩＣＡ、ＪＢＩＣ事務所の外

部支援組織として育成していくことも検討してみてはどうか。帰国研修員同窓会を、

（高度な知識ベースを持った）市民団体の一つとして、ＣＤＦ・ＰＲＳＰプロセスに
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積極的に関わらせることも検討すべきである。帰国研修員の中には、大臣や事務次官

になっている人すらいるので、何らかの方法で活用できないか考えたい。 
 
●専門家の派遣について、先方政府からの派遣要請書の取り付けなどに手間がかかり、

派遣後のサポートになかなか時間が割けない。現在取り組まれている長期専門家の少

数精鋭化や派遣手続き簡略化にも賛成である。単純に比較できないが、ＪＩＣＡ職員

が１３００人弱であるのに対し、世銀は１１０００人おり、同じように援助をこなす

には、特に現地事務所の体制が弱い。１人事務所のような少人数の在外事務所で全セ

クターを見るのは困難であり、派遣専門家の枠を現地事務所のコンサルとして活用で

きれば効果的であろう。 
 
（４）国別援助計画について 
 
●国別援助計画など議論する中で、世の中の流れの速さについていけないもどかしさを

感じている。ＰＲＳＰ（貧困削減戦略ペーパー）について研究するのではなく、ＰＲ

ＳＰの次に何が来るのかを考える位でなければならない。必ずしも、現行のＯＤＡの

存在自体あるいはその基本的な枠組みを所与の前提とすることなく、援助のプロとし

て、我々自身が厳しさを持って仕事に取り組まなければならない。そして、組織の中

や世論との関係で詰めた議論を行いながら、自分が変わりたい方向へ成功体験を積み

上げることが大事である。 
 
●１０年程前に途上国に勤務してＯＤＡを担当した際、相手国の開発ニーズを把握する

体制を拡充すれば、我が国のＯＤＡはもっと活かされるのに、という思いを強くした。

第２次ＯＤＡ改革懇談会中間報告では、国別援助計画の拡充が最重点事項の一つとさ

れているところ、是非推進してほしい。特に、少数の国についての計画を紙の上で作

るのみならず、東京と途上国現地公館・事務所、外務省、関係他省庁とＪＩＣＡ・Ｊ

ＢＩＣのそれぞれに情報が分散しているので、途上国現地及び実施機関への権限委譲

を行いつつ情報を共有して人的ネットワークを構築し、活きた国別援助方針を作るよ

うイニシアティヴを発揮してほしい。 
 
（５）その他 
 
●まず、戦後日本に足りないのは金だけだったが途上国に足りないのは何か。次に「顔

が見える援助」に関連して日本のＯＤＡの理念は何か、第三に今は何をするのに一番

良い時代かについて皆で議論してきたい。 
 
●日本の経験にはあまり汎用性はないのではないかと思う。日本の経験として世銀援助

の例が出されたが、日本の戦後当時の状態は、資金がないだけだった。組織、人材と

いった要素は、抜きんでていたのではないか。世銀は欧州の復興の後、日本の復興を

支援したという感じの方が、日本の開発を支援したというより適切ではないか。80年
代、90年代、日本は世銀と構造調整の協調融資を行ってきたが、その際に相手国に課
すコンディショナリティは、正に日本政府が現在取り組んでいるのと似たものがある。
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その意味で、日本は体制移行国的な感がある。日本は出だしが復興で今は構造調整に

取り組んでおり、この経験がどの程度途上国にあてはまるかわからない。 
 
●ＯＤＡの理念と戦略を明確に「説得力」がある論理で、かつ相手から共感を受けるよ

うに、わかりやすく示していくことは、途上国現地での援助担当者が効果的に業務を

実施する上で必要である。（自分が以前現地で援助を担当した際、日本のＯＤＡの戦略

と理念について説明しても、納得・共感してもらうのが難しかった。） 
 

（以上） 


